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静岡市（静岡地区）中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１. 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］～［４］（１） 略 

（２）人口動態 

ア 居住人口、市全域に占める人口割合は増加 

静岡地区の居住人口は、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業をはじめとした住戸整備等が進んだことから増

加傾向にあり、令和２年には 15,797人と、平成 11年から約 2,000人増加している。 

また、市全域に占める静岡地区の居住割合（集積率）も増加傾向にあり、令和２年現在約 2.27％を占めている。 

 

 

イ 略 

ウ 世帯数は増加傾向にあるものの、１世帯あたり人数は減少 

静岡地区の世帯数は増加傾向にあり、平成 11年から令和２年にかけて 2,882世帯（対比 148％）の増加となった。 

一方、1世帯あたりの平均人数は減少傾向にあり、平成 22年に世帯平均人数が２人を下回り、令和２年現在、1.77

人まで減少している。 

静岡地区では、年少人口が増加している状況から、ファミリー世帯の居住や単身世帯の居住が進んでいると推察さ

れる。 

 

 

１. 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］～［４］（１） 略 

（２）人口動態 

ア 居住人口、市全域に占める人口割合は増加 

静岡地区の居住人口は、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業をはじめとした住戸整備等が進んだことから増加傾

向にあり、令和２年には 15,979人と、平成 11年から約 2,000人増加している。 

また、市全域に占める静岡地区の居住割合（集積率）も増加傾向にあり、令和２年現在約 2.3％を占めている。 
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【静岡地区居住人口、市全域に占める割合】

居住人口 市域に占める割合
 

イ 略 

ウ 世帯数は増加傾向にあるものの、１世帯あたり人数は減少 

静岡地区の世帯数は増加傾向にあり、平成 11年から令和２年にかけて 2,882世帯（対比 148％）の増加となった。 

一方、1 世帯あたりの平均人数は減少傾向にあり、平成 22 年に世帯平均人数が２人を下回り、令和２年現在、1.79 人

まで減少している。 

静岡地区では、年少人口が増加している状況から、ファミリー世帯の居住や単身世帯の居住が進んでいると推察される。 
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（３）～（８）略 

［５］～［６］略 

［７］中心市街地活性化の課題 

（１） 

 

 

（２）略 

［８］略 

 

２. 中心市街地の位置及び区域 

［１］～［２］略 

［３］中心市街地の要件に適合していることの説明 

 

（３）～（８）略 

［５］～［６］略 

［７］中心市街地活性化の課題 

（１） 

 

 

（２）略 

［８］略 

 

２. 中心市街地の位置及び区域 

［１］～［２］略 

［３］中心市街地の要件に適合していることの説明 
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３. 中心市街地の活性化の目標 

［１］～［２］略 

［３］目標指標設定の考え方 

中心市街地の 

活性化の目標 

目標指標 

基準値 

（R2） 

推計値 

（R8） 

目標値 

（R8） 

魅力的な人とお店が出会い 

新たな価値を創造するまちづくり 

による商業機能の向上 

（訪れたくなる商都） 

主要な商店街の 

空き店舗率 

5.9％ 5.9％ 3.3％ 

人々が訪れてみたいと 

憧れを抱く個性あるまちづくり 

によるにぎわいの創出 

（にぎわいのある商都） 

観光客数 524 千人 1,010 千人 1,374 千人 

居心地が良く暮らし続けられる 

まちづくりの推進 

（住み続けたくなる商都） 

中心市街地人口 15,797 人 16,349 人 16,499 人 

共通目標 歩行者通行量 4,218 人/日 6,538 人/日 6,812 人/日 

 

目標指標３ 中心市街地人口 

①移住支援センター運営事業 

・平成 27年～令和２年の６年間で移住支援センター経由で静岡市に移住した人は 315人であり、年平均 53人の実

績がある。 

 

②静岡市移住・就職事業 

・静岡市では、市内への移住・定住の促進のため、東京圏から静岡市に移住して、就業または起業した人に対する

「静岡市移住・就業補助金」を実施しており、令和２年に３件、令和３年に６件の実績があり、過去２年の平均

は５件（人）となる。 

 

①と②に事業により、静岡地区において毎年 30人が移住し、新規居住者となる。 

・各事業ともに移住者の約 70％が都市的機能の充実した中心市街地（静岡地区、清水地区）に移住すると想定す

３. 中心市街地の活性化の目標 

［１］～［２］略 

［３］目標指標設定の考え方 

中心市街地の 

活性化の目標 

目標指標 

基準値 

（R2） 

推計値 

（R8） 

目標値 

（R8） 

魅力的な人とお店が出会い 

新たな価値を創造するまちづくり 

による商業機能の向上 

（訪れたくなる商都） 

主要な商店街の 

空き店舗率 

5.9％ 5.9％ 3.3％ 

人々が訪れてみたいと 

憧れを抱く個性あるまちづくり 

によるにぎわいの創出 

（にぎわいのある商都） 

観光客数 524 千人 1,010 千人 1,374 千人 

居心地が良く暮らし続けられる 

まちづくりの推進 

（住み続けたくなる商都） 

中心市街地人口 15,979 人 16,349 人 16,499 人 

共通目標 歩行者通行量 4,218 人/日 6,538 人/日 6,812 人/日 

 

目標指標３ 中心市街地人口 

①移住支援センター運営事業 

・平成 27年～令和２年の６年間で移住支援センター経由で静岡市に移住した人は 315人であり、年平均 53人の実績が

ある。 

 

②静岡市移住・就職事業 

・静岡市では、市内への移住・定住の促進のため、東京圏から静岡市に移住して、就業または起業した人に対する「静

岡市移住・就業補助金」を実施しており、令和２年に３件、令和３年に６件の実績があり、過去２年の平均は５件（人）

となる。 

 

①と②に事業により、静岡地区において毎年 30人が移住し、新規居住者となる。 

・各事業ともに移住者の約 70％が都市的機能の充実した中心市街地（静岡地区、清水地区）に移住すると想定する。こ
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る。このうち、静岡地区と清水地区の人口比率（令和２年、静岡地区 15,797人：清水地区 5,809人≒3:1）から、

静岡地区には中心市街地への移住者の約 75％が移住すると想定する。 

・静岡地区への移住者は、 

 移住支援センター経由：53人×0.7×0.75≒27.8人／年 

 静岡市移住・就業補助金事業利用者：５人×0.7×0.75≒2.6人／年 

・以上により、27.8人＋2.6人＝30.4≒30人／年 

 事業期間内（令和 4年～令和 8年）において、30人×5年＝150人増加 

・令和８年時点の居住人口 

⇒16,349人＋150人＝16,499人 

基準値（Ｒ２） 
 

 

推計値（R8） 
 

 

目標値（Ｒ８） 

15,797 人 16,349 人 16,499 人 

 

［４］略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 

【事業名】人流データまちづくり活用推進事業 

【事業実施時期】 令和４年度～ 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 まちの賑わいの定量化に向けた検証 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりによるにぎわいの創出 

【目標指標】 観光客数 

【活性化に資する理由】 まちの賑わいを定量化し、効果的なまちづくり施策の立案と効果検証を行う

ため、人流データの取得と活用策の検討、実装をすることを目的とした事業

である。本事業は、実際の人の動きのデータに基づいた賑わい施策の検討や

事業の評価を行うことができることから、活性化に資する有用な事業である。 

【支援措置名】 都市構造再編集中事業（都市再生整備計画事業）（駿府ふれあい地区） 

【支援措置実施時期】 令和４年度～ 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（４）略 

 

５．略 

 

６．略 

 

 

 

 

 

 

のうち、静岡地区と清水地区の人口比率（令和２年、静岡地区 15,979人：清水地区 5,809人≒3:1）から、静岡地区に

は中心市街地への移住者の約 75％が移住すると想定する。 

・静岡地区への移住者は、 

 移住支援センター経由：53人×0.7×0.75≒27.8人／年 

 静岡市移住・就業補助金事業利用者：５人×0.7×0.75≒2.6人／年 

・以上により、27.8人＋2.6人＝30.4≒30人／年 

 事業期間内（令和 4年～令和 8年）において、30人×5年＝150人増加 

・令和８年時点の居住人口 

⇒16,349人＋150人＝16,499人 

基準値（Ｒ２） 
 

 

推計値（R8） 
 

 

目標値（Ｒ８） 

15,979 人 16,349 人 16,499 人 

 

［４］略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整

備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 

【事業名】人流データまちづくり活用推進事業 

【事業実施時期】 令和４年度～ 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 まちの賑わいの定量化に向けた検証 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりによるにぎわいの創出 

【目標指標】 観光客数 

【活性化に資する理由】 まちの賑わいを定量化し、効果的なまちづくり施策の立案と効果検証を行う

ため、人流データの取得と活用策の検討、実装をすることを目的とした事業

である。本事業は、実際の人の動きのデータに基づいた賑わい施策の検討や

事業の評価を行うことができることから、活性化に資する有用な事業である。 

【支援措置名】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金 

【支援措置実施時期】 令和４年度～ 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

 

（４）略 

 

５．略 

 

６．略 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向

上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 

【事業名】大河ドラマ活用推進事業 

【事業実施時期】 令和５年度 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 静岡市をはじめ地域の 11 団体で構成される静岡市大河ドラマ「どうする
家康」活用推進協議会にて、大河ドラマ「どうする家康」を活用した中心
市街地の周遊促進や観光消費拡大に向けたプロモーション等を実施する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりによるにぎわいの創出 

【目標指標】 観光客数 

【活性化に資する理由】 「どうする家康 静岡 大河ドラマ館」と「静岡市歴史博物館」との相互送客

やプロモーションにより、全国からの誘客を図るとともに、中心市街地の周

遊を促進し、交流人口の増加を図る。また、土産物等の観光消費拡大に向け

たプロモーションを実施し、経済の活性化を図る。本事業は、中心市街地へ

の誘客や回遊を促し、延いては観光客数の増加に寄与する。 

【支援措置名】 中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置実施時期】 令和５年４月～令和６年３月 【支援主体】 総務省 

【その他特記事項】 区域内 

 

【事業名】（3）へ移設 

【事業実施時期】  

【実施主体】  

【事業内容】  

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】  

【目標指標】  

【活性化に資する理由】  

【支援措置名】  

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

 

 

（２）② 略 

 

 

 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向上の

ための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 

【事業名】新規追加 

【事業実施時期】  

【実施主体】  

【事業内容】  

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】  

【目標指標】  

【活性化に資する理由】  

【支援措置名】  

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

 

 

 

 

 

【事業名】大神楽祭 

【事業実施時期】 平成 28年度～ 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 静岡浅間神社での神楽の開催 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりによるにぎわいの創出 

【目標指標】 観光客数 

【活性化に資する理由】 本市の伝統文化を伝承し広く発信を行うことは静岡地区の魅力向上や個性あ

るまちづくりに寄与することから、活性化に向けては同取組を推進する必要

がある。本事業は、来街者の増加につながり「歩行者通行量」や「観光客数」

の増加に寄与する。 

【支援措置名】 中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置実施時期】 令和４年４月～令和９年３月 【支援主体】 総務省 

【その他特記事項】 区域内 

 

（２）② 略 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 

【事業名】静岡都心地区まちなか再生事業 

【事業実施時期】 令和２年度～令和５年度 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 中長期的な視点によるまちなか再生への方針と実現化方策の作成 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居心地が良く暮らし続けられるまちづくりの推進 

【目標指標】 中心市街地人口 

【活性化に資する理由】 静岡都心地区の商業・業務ゾーンを主な対象として、ゾーンの構成や特色、

現状や課題などの整理を行い、中長期的な視点によるまちなか再生への方針

と具現化方策を作成するものである。建物の老朽化の進展を踏まえ、来街者

ニーズに対応した都市空間の形成を図るための方針を示していくことは、中

心市街地の活性化の観点からも有用である。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業（都市再生整備計画事業）（駿府ふれあい地区） 

【支援措置実施時期】 令和２年度～令和５年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

 

 

【事業名】大神楽祭 

【事業実施時期】 平成 28年度～ 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 静岡浅間神社での神楽の開催 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりによるにぎわいの創出 

【目標指標】 観光客数 

【活性化に資する理由】 本市の伝統文化を伝承し広く発信を行うことは静岡地区の魅力向上や個性あ

るまちづくりに寄与することから、活性化に向けては同取組を推進する必要

がある。本事業は、来街者の増加につながり「歩行者通行量」や「観光客数」

の増加に寄与する。 

【支援措置名】 芸術文化振興基金助成金 

【支援措置実施時期】 令和４年４月～令和９年３月 【支援主体】 文部科学省 

【その他特記事項】 区域内 

 

（４）略 

 

 

 

 

８．略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※ 図表は別添参照 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 

【事業名】静岡都心地区まちなか再生事業 

【事業実施時期】 令和４年度～令和５年度 

【実施主体】 静岡市 

【事業内容】 中長期的な視点によるまちなか再生への方針と実現化方策の作成 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居心地が良く暮らし続けられるまちづくりの推進 

【目標指標】 中心市街地人口 

【活性化に資する理由】 静岡都心地区の商業・業務ゾーンを主な対象として、ゾーンの構成や特色、

現状や課題などの整理を行い、中長期的な視点によるまちなか再生への方針

と具現化方策を作成するものである。建物の老朽化の進展を踏まえ、来街者

ニーズに対応した都市空間の形成を図るための方針を示していくことは、中

心市街地の活性化の観点からも有用である。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業（都市再生整備計画事業）（駿府ふれあい地区） 

【支援措置実施時期】 令和４年度～令和５年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

 

 

【事業名】（2）①から移設 

【事業実施時期】  

【実施主体】  

【事業内容】  

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】  

【目標指標】  

【活性化に資する理由】  

【支援措置名】  

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

 

 

（４）略 

 

 

 

 

８．略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表は別添参照 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）開催状況 

本計画策定に向け、同協議会を次の通り開催した。 

① 第３期静岡市中心市街地活性化基本計画の骨子作成に係る意見交換（委員） 

（令和２年 12月 23日、令和３年１月 13日、14日、22日） 

② 令和２年度第２回静岡市中心市街地活性化協議会（令和３年２月）：書面決議 

✓ 第３期静岡市中心市街地活性化基本計画の骨子案について 

③ 令和３年度第１回静岡市中心市街地活性化協議会（令和３年５月 26 日） 

④ 令和３年度第２回静岡市中心市街地活性化協議会（令和３年 12 月１日） 

⑤ 令和４年度第１回静岡市中心市街地活性化協議会（令和４年５月 23 日） 

⑥ 令和４年度第２回静岡市中心市街地活性化協議会（令和５年１月）：書面決議 

⑦ 令和５年度第１回静岡市中心市街地活性化協議会（令和５年５月 22 日） 

 

  

１０．略 

 

１１．略 

 

１２．略 

 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事業 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）開催状況 

本計画策定に向け、同協議会を次の通り開催した。 

①第３期静岡市中心市街地活性化基本計画の骨子作成に係る意見交換（委員） 

（令和２年 12月 23日、令和３年１月 13日、14日、22日） 

②令和２年度第２回静岡市中心市街地活性化協議会（令和３年２月）：書面決議 

✓ 第３期静岡市中心市街地活性化基本計画の骨子案について 

③令和３年度第１回静岡市中心市街地活性化協議会（令和３年５月 26 日） 

④令和３年度第２回静岡市中心市街地活性化協議会（令和３年 12 月１日） 

⑤令和４年度第１回静岡市中心市街地活性化協議会（令和４年５月 23 日） 

⑥令和４年度第２回静岡市中心市街地活性化協議会（令和５年１月）：書面決議 

 

 

１０．略 

 

１１．略 

 

１２．略 

 

 



新 

 

 

 

 

 

市立静岡病院 ■ 

■静岡市役所静岡庁舎 

新静岡駅 

■ 新静岡セノバ 

静岡県庁 
■ 

静岡地方検察庁・法務局 
■ 

静岡税務署 ■ 

静岡浅間神社 
■ 

日吉町駅 

伊勢丹■ 

■静岡モディ 

■パルシェ 

音羽駅 

東御門 
■ 

巽櫓 
■ 

紅葉山庭園 
■ 

■ 
 

【静岡地区全域を対象とする事業、地点を限定しない事業】 

・バリアフリー道路特定事業 
・人流データまちづくり活用推進事業 
・コンパクトなまちづくり推進事業 
・静岡都心地区まちなか再生事業 
・歴史案内看板設置事業 
・ILove しずおか協議会「おまちクリ
ーンキャンペーン」実施事業 

・市職員等による道路美化活動実施事
業 

・無電柱化事業 

■日吉町保育園 

・駿府秋のわくわく祭開催事業 
・商店街イベント振興事業 
・中心市街地にぎわい創出事業 
・商業活性化グループ事業 
・商店街環境整備事業 
・商店街アドバイザー派遣事業 
・商店街まちづくりプラン推進事業 
・商店街一店逸品運動推進事業 
・商店街トータルサポート事業 
・静岡市中心市街地活性化協議会事業 
・チャレンジショップ出店支援事業 
・（仮称）空き店舗対策事業 
・駿府本山お茶まつり事業 
・「お茶のまち静岡市」国内プロモーシ
ョン事業 

・お茶の日記念事業 
・静岡わいわいワールドフェア 
・大神楽祭 
・静岡”おまち”ストリートＷｉ‐Ｆ
ｉ環境整備事業 

・コ・クリエーションスペース創出事
業 

・良好な商業環境の形成推進事業 
・事業承継支援事業 
・ＩＬｏｖｅしずおか協議会にぎわい
創出事業 

・インターンシップ大学生等によるま
ちづくり活動参画事業 

・まちバル開催事業 
・賑わい創出イベント感染症対策事業 
・民間と連携した消費喚起促進事業 
・大河ドラマ活用推進事業 

・しずてつジャストライン低床バス導
入事業 

・静岡市シェアサイクル事業 
・府浪漫バス運行事業 
・静岡市中心街駐車場案内システム
「おまちくーる」運営事業 

・大規模小売店舗立地法特例区域の設
定 

・家康公が愛したまち静岡プロジェク
ト推進事業 

・東海道歴史街道まち歩き推進事業 
・静岡まつり開催事業 
・｢ホビーのまち静岡｣推進事業 
・｢サッカーのまち静岡｣推進事業 
・｢まちは劇場｣推進事業 
・大道芸ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ in 静岡開催事業 
・ｼｽﾞｵｶ×ｶﾝﾇｳｨｰｸ開催事業 
・静岡市プレミアムフライデー推進事
業 

・まちゼミ開催事業 
・しずまえ鮮魚普及事業 
・商店街空き店舗実態調査事業 

・静岡鉄道新車両導入事業 

・青葉シンボルロードイルミネーション装飾事業 
・静岡おでん祭開催事業 

・コミュニティホール七間町運営事業 

・静岡市文化・クリエイティブ産業振興セ
ンター運営事業 

・シズオカ・サンバカーニバル開催事業 
・静岡夏祭り夜店市開催事業 
・静岡市中央商店街連合会若手まちづく
り研究会開催事業 

 

・御伝鷹まちづくり株式会社にぎわ
い創出事業 

■東急スクェア 

事業分類（第４章～第 8章） 
 

市街地の整備改善 

都市福利機能の向上 

まちなか居住の推進 

経済活力の向上 

公共交通の利便性の増進等 

公共施設等 

商業施設等 

静岡地方裁判所 

■ 

・静岡浅間神社保存修理事業
（神部神社浅間神社本殿ほか
15 棟保存修理事業） 

赤十字病院 ■ 静岡中央警察署 

 

駿府城公園 
■ 

■ 

森下公園 

■ 

常磐公園 

■ 

伝馬町小学校 

■ 森下小学校 

静岡英和女学院 ■ 
中・高等学校  

静岡雙葉学園 ■ 
中・高等学校  

中央調理製菓専門学校 
■ 

静岡大成 
中・高等学校 

■ 

城内中学校 

■ 

静岡大附属 
小・中学校 

■ 

■ 葵小学校 

■ ペガサート 

■  

葵タワー 

静岡駅 

■ 

静岡科学館「るくる」 

静岡家庭裁判所 

■ 

■青葉イベント広場 

■ 市中央体育館 

■松坂屋 

PARCO■ 

県教育会館 

 ■ 

  

県社会福祉会館 
■ 

■ 市民文化会館 

静岡中央郵便局 ■ 
音楽館 AOI 

中央福祉センター 
市社会福祉協議会 
       ■ 

■静岡デザイン専門学校 

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊
急対策事業 

■ 
駿府城ラン・アンド・リフ

レッシュステーション 

■ 静岡ホビースクエア 

・静岡地区中心市街地若者来街推進事業 

・駿府城公園内観光案内事業 
・駿府城公園お堀の水辺活用事業（葵舟） 
・駿府城公園周辺民間活力導入施設設置
事業 

・駿府城天守台野外展示事業 

・静岡市歴史博物館運営事業 

 

  ・御幸町９番・伝馬町４番地区第一種市街
地再開発事業 

・企業立地促進助成実施事業（クリエ
ーター事務所賃借両補助） 

  ・静岡市民文化会館再整備事業 

・遠距離大学等通学費貸与事業 
・静岡市移住・就職事業 
・移住支援センター運営事業 

   ・御伝鷹ｴﾘｱ共通駐車場ｼｽﾃﾑ「御伝鷹
にとめざー」構築事業 

・駿府城公園「桜の名所」づくり事業 
・駿府城跡天守台発掘調査見える化事業 
・駿府城公園エリアライトアップ事業 
・駿府城跡天守台野外展示事業 
・駿府城公園修景整備事業 
・駿府城公園お堀の水辺空間活用事業 
 

・市上下水道局庁舎公共広場活用事業 

・人宿町人情通りにぎわい空間創出事業 

・静岡呉服町名店街ＭＤ推進・ランドオー
ナー連携事業 

・北街道線魅力空間創出事業 

・静岡市産学交流センター「B-
nest」運営事業 

・静岡市美術館運営事業 

・学校法人静岡理工科大学専門学校移設
等事業 

・静岡駅北口地下広場空間活用事業 
・静岡駅えきまち空間再編事業 
・静岡駅南口駅前広場再整備事業 

・紺屋町準地下街再整備検討事業 

・静岡都心地区交通適正化事業 

・松坂屋静岡店リニューアル事業 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施場所【静岡地区】 

・静岡市産学交流センター「B-
nest」運営事業（講座・セミナー等） 

 

・放課後子ども教室推進事業
（葵小学校区、伝馬町小学校
区、森下小学校区） 



旧 

 

 

 

 

 
 

市立静岡病院 ■ 

■静岡市役所静岡庁舎 

新静岡駅 

■ 新静岡セノバ 

静岡県庁 
■ 

静岡地方検察庁・法務局 
■ 

静岡税務署 ■ 

静岡浅間神社 
■ 

日吉町駅 

伊勢丹■ 

■静岡モディ 

■パルシェ 

音羽駅 

東御門 
■ 

巽櫓 
■ 

紅葉山庭園 
■ 

■ 
 

【静岡地区全域を対象とする事業、地点を限定しない事業】 

・バリアフリー道路特定事業 
・人流データまちづくり活用推進事業 
・コンパクトなまちづくり推進事業 
・静岡都心地区まちなか再生事業 
・歴史案内看板設置事業 
・ILove しずおか協議会「おまちクリ
ーンキャンペーン」実施事業 

・市職員等による道路美化活動実施事
業 

・無電柱化事業 

■日吉町保育園 

・駿府秋のわくわく祭開催事業 
・商店街イベント振興事業 
・中心市街地にぎわい創出事業 
・商業活性化グループ事業 
・商店街環境整備事業 
・商店街アドバイザー派遣事業 
・商店街まちづくりプラン推進事業 
・商店街一店逸品運動推進事業 
・商店街トータルサポート事業 
・静岡市中心市街地活性化協議会事業 
・チャレンジショップ出店支援事業 
・（仮称）空き店舗対策事業 
・駿府本山お茶まつり事業 
・「お茶のまち静岡市」国内プロモーシ
ョン事業 

・お茶の日記念事業 
・静岡わいわいワールドフェア 
・大神楽祭 
・静岡”おまち”ストリートＷｉ‐Ｆ
ｉ環境整備事業 

・コ・クリエーションスペース創出事
業 

・良好な商業環境の形成推進事業 
・事業承継支援事業 
・ＩＬｏｖｅしずおか協議会にぎわい
創出事業 

・インターンシップ大学生等によるま
ちづくり活動参画事業 

・まちバル開催事業 
・賑わい創出イベント感染症対策事業 
・民間と連携した消費喚起促進事業 

・しずてつジャストライン低床バス導
入事業 

・静岡市シェアサイクル事業 
・府浪漫バス運行事業 
・静岡市中心街駐車場案内システム
「おまちくーる」運営事業 

・大規模小売店舗立地法特例区域の設
定 

・家康公が愛したまち静岡プロジェク
ト推進事業 

・東海道歴史街道まち歩き推進事業 
・静岡まつり開催事業 
・｢ホビーのまち静岡｣推進事業 
・｢サッカーのまち静岡｣推進事業 
・｢まちは劇場｣推進事業 
・大道芸ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ in 静岡開催事業 
・ｼｽﾞｵｶ×ｶﾝﾇｳｨｰｸ開催事業 
・静岡市プレミアムフライデー推進事
業 

・まちゼミ開催事業 
・しずまえ鮮魚普及事業 
・商店街空き店舗実態調査事業 

・静岡鉄道新車両導入事業 

・青葉シンボルロードイルミネーション装飾事業 
・静岡おでん祭開催事業 

・コミュニティホール七間町運営事業 

・静岡市文化・クリエイティブ産業振興セ
ンター運営事業 

・シズオカ・サンバカーニバル開催事業 
・静岡夏祭り夜店市開催事業 
・静岡市中央商店街連合会若手まちづく
り研究会開催事業 

 

・御伝鷹まちづくり株式会社にぎわ
い創出事業 

■東急スクェア 

事業分類（第４章～第 8章） 
 

市街地の整備改善 

都市福利機能の向上 

まちなか居住の推進 

経済活力の向上 

公共交通の利便性の増進等 

公共施設等 

商業施設等 

静岡地方裁判所 

■ 

・静岡浅間神社保存修理事業
（神部神社浅間神社本殿ほか
15 棟保存修理事業） 

赤十字病院 ■ 静岡中央警察署 

 

駿府城公園 
■ 

■ 

森下公園 

■ 

常磐公園 

■ 

伝馬町小学校 

■ 森下小学校 

静岡英和女学院 ■ 
中・高等学校  

静岡雙葉学園 ■ 
中・高等学校  

中央調理製菓専門学校 
■ 

静岡大成 
中・高等学校 

■ 

城内中学校 

■ 

静岡大附属 
小・中学校 

■ 

■ 葵小学校 

■ ペガサート 

■  

葵タワー 

静岡駅 

■ 

静岡科学館「るくる」 

静岡家庭裁判所 

■ 

■青葉イベント広場 

■ 市中央体育館 

■松坂屋 

PARCO■ 

県教育会館 

 ■ 

  

県社会福祉会館 
■ 

■ 市民文化会館 

静岡中央郵便局 ■ 
音楽館 AOI 

中央福祉センター 
市社会福祉協議会 
       ■ 

■静岡デザイン専門学校 

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊
急対策事業 

■ 
駿府城ラン・アンド・リフ

レッシュステーション 

■ 静岡ホビースクエア 

・静岡地区中心市街地若者来街推進事業 

・駿府城公園内観光案内事業 
・駿府城公園お堀の水辺活用事業（葵舟） 
・駿府城公園周辺民間活力導入施設設置
事業 

・駿府城天守台野外展示事業 

・静岡市歴史博物館運営事業 

 

  ・御幸町９番・伝馬町４番地区第一種市街
地再開発事業 

・企業立地促進助成実施事業（クリエ
ーター事務所賃借両補助） 

  ・静岡市民文化会館再整備事業 

・遠距離大学等通学費貸与事業 
・静岡市移住・就職事業 
・移住支援センター運営事業 

   ・御伝鷹ｴﾘｱ共通駐車場ｼｽﾃﾑ「御伝鷹
にとめざー」構築事業 

・駿府城公園「桜の名所」づくり事業 
・駿府城跡天守台発掘調査見える化事業 
・駿府城公園エリアライトアップ事業 
・駿府城跡天守台野外展示事業 
・駿府城公園修景整備事業 
・駿府城公園お堀の水辺空間活用事業 
 

・市上下水道局庁舎公共広場活用事業 

・人宿町人情通りにぎわい空間創出事業 

・静岡呉服町名店街ＭＤ推進・ランドオー
ナー連携事業 

・北街道線魅力空間創出事業 

・静岡市産学交流センター「B-
nest」運営事業 

・静岡市美術館運営事業 

・学校法人静岡理工科大学専門学校移設
等事業 

・静岡駅北口地下広場空間活用事業 
・静岡駅えきまち空間再編事業 
・静岡駅南口駅前広場再整備事業 

・紺屋町準地下街再整備検討事業 

・静岡都心地区交通適正化事業 

・松坂屋静岡店リニューアル事業 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施場所【静岡地区】 

・静岡市産学交流センター「B-
nest」運営事業（講座・セミナー等） 

 

・放課後子ども教室推進事業
（葵小学校区、伝馬町小学校
区、森下小学校区） 


